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 第４  消防機関へ通報する火災報知設備 

 

令第２３条及び規則第２５条の規定によるほか、次によること。 

 

１  消防機関から著しく離れた場所 

令第２３条に規定する「消防機関」とは、消防本部、消防署及び分署とし、「著しく離れた

場所」とは、消防本部、消防署又は分署から概ね直線距離で１０ｋｍ以上離れた場所とする。

☆ 

 

２  歩行距離 

規則第２５条第１項に規定する「歩行距離」とは、火災通報装置の設置対象となる棟の主た

る出入口から、直近の消防機関の主たる出入口までの歩行距離とする。☆ 

 

３  火災通報装置 

火災通報装置は、認定評価品とすること。☆ 

 

４  設置場所等 

令第２３条第２項及び規則第２５条第２項の規定によるほか、次によること。 

(1) 規則第１２条第１項第８号に規定する防災センター等（以下この第４において「防災セン

ター等」という。）が複数ある場合は、一の場所に火災通報装置の本体を設け、それ以外の

場所には遠隔起動装置を設けること。 

(2) 手動起動装置には、いたずら等による誤報防止の措置が講じられていること。 

(3) 温度、湿度、衝撃、振動、地震による震動等の影響を受けないように設けること。 

(4) 火災通報装置の前面に１ｍ以上、両側面に０．３ｍ以上の操作及び点検上必要な空間を保

有すること。 

《操作及び点検に必要な空間の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 火災通報装置の直近には、専用の送受話器を設置すること。 

(6) 一般的な送受話器を非常用送受話器として設置するものは、専用のものとして火災通報装

火災通報装置 

0.3 ｍ以上 0.3 ｍ以上 

1 ｍ以上 
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置本体の直近に設けること。 

(7) 手動起動装置及び非常用送受話器には、標識等により、その旨を明示すること。 

(8) 手動起動装置は、床面からの高さが０．８ｍ（椅子に座って操作するものにあっては０．

６ｍ）以上１．５ｍ以下の箇所に設けること。 

 

５  電話回線との接続 

規則第２５条第３項第２号及び第３号の規定によるほか、次によること。 

(1) 電話回線 

規則第２５条第３項第２号に規定する「火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない

電話回線」には、アナログ回線のほか「０５０」から始まる番号を有するＩＰ電話回線のう

ち消防機関において通報者の位置情報を取得できないもの以外のＩＰ電話回線が該当するも

のであること。 

(2) 火災通報装置を接続する箇所 

ア  規則第２５条第３項第３号に規定する「電話回線を適切に使用することができる部分」と

は、電話回線のうち、火災通報装置が送出する信号を適切に消防機関に伝送することができ

る部分をいうものであり、電話回線の種別に応じて、次の（ア）又は（イ）に掲げる部分が

これに該当するものであること。 

(ｱ) アナログ回線に接続する場合 

屋内の電話回線のうち、電話機等と電話局の間となる部分 

(ｲ) ＩＰ電話回線に接続する場合 

デジタル信号を伝送する電話回線の部分とアナログ信号を伝送する電話回線の部分からな

る屋内のＩＰ電話回線のうち、「火災通報装置の基準」（平成８年告示第１号。以下この第

４において「告示基準」という。）第３第１６号に規定する回線終端装置等（以下「回線終

端装置等」という。）からアナログ信号を伝送する電話回線の部分 

イ  規則第２５条第３項第３号に規定する「他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報

装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分」とは、電話回線のうち、当該火災通報装置が

送出する信号が電話機、ファクシミリ等の通信機器を経由しないで消防機関に伝送すること

ができる部分をいうものであること。 

ウ  回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用の端子があり（無線を用いること等によ

り端子は設けられていないものの、複数の端子が設けられているのと同等の機能を有する場

合を含む。）、火災通報装置が接続されている端子以外の端子に通信機器等を接続する場合

は、前イの「他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるお

それのない部分」への接続に該当するものであること。 

  



第２章 第３節 警報設備 第４ 消防機関へ通報する火災報知設備 

 

2 章 3-4-3 

 

エ  電話回線の種別に応じた火災通報装置の具体的な接続箇所は、次の例によること。 

(ｱ) アナログ電話回線に接続する場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ) ＩＰ電話回線に接続する場合の例 

≪ＩＰ電話回線に接続する場合の例≫   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等

が行う通信の影響により火災通報装置の機能に支障を生ず

るおそれのない部分 

他の機器等が行う通信の影響により火災通報装置の機能に

支障を生ずるおそれのある部分 

凡例 

電
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電話機等 

屋内 

接続できる部分 

電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等

が行う通信の影響により火災通報装置の機能に支障を生ず

るおそれのない部分 

他の機器等が行う通信の影響により火災通報装置の機能に

支障を生ずるおそれのある部分 

電話回線を適切に使用することができない部分 

凡例 
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   (ｳ) 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用の端子がある場合の例 

≪回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用の端子がある場合の設置例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 電話回線は、利用度の低い加入回線又は利用度の低い発信専用回線のうちの1回線を使用す

ること。◇ 

(4) 火災通報装置をＩＰ電話回線に接続する場合の回線終端装置等は、次によること。 

ア  告示基準第３第１６号に規定する「予備電源」には、市販されている無停電電源装置（以

下「ＵＰＳ」という。）を用いることができる。 

イ  共同住宅等において、住戸等内のほか回線終端装置等が共用部分に設けられる場合には、

当該回線終端装置等にも予備電源を設置することとし、その具体的な設置箇所は次によるこ

と。 

(ｱ) 光配線方式の場合 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤からスプリッタ等を

経由し、各住戸内にある回線終端装置及び通信用宅内設備に接続する方法であり、各住戸

の回線終端装置及び通信用宅内設備に予備電源を設ける必要がある。 

  

屋内 

電話機等 
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アナログ信号を伝送する

電話回線の部分 

 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用の端子が

ある場合は、火災通報装置が接続されている端子以外の端子

に通信機器等を接続することができる。 

凡例 

電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信

の影響により火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分 

電話回線を適切に使用することができない部分 
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≪光配線方式の例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) ＶＤＳＬ方式の場合 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端

装置を経由し、ＶＤＳＬ集合装置から電話用ケーブルで各住戸内にある通信用宅内設備に接

続する方法であり、各住戸のＶＤＳＬ宅内装置一体型に加え、棟内共用スペース内の集合型

回線終端装置及びＶＤＳＬ集合装置にも予備電源を設ける必要がある。 
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凡例 

ＩＰ電話回線を使用する火災通報装置に係る回線終端装置等であり、
予備電源を設ける必要があるものを示す。 

光ファイバーケーブル 

ＬＡＮケーブル 

電話用ケーブル 
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≪ＶＤＳＬ方式の例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) ＬＡＮ配線方式 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端

装置を経由し、そこからＬＡＮケーブルで各住戸内の通信用宅内設備に接続する方法であり、

各住戸内の通信用宅内設備に加え、棟内共用スペース内の集合型回線終端装置にも予備電源

を設ける必要がある。 

  

凡例 

ＩＰ電話回線を使用する火災通報装置に係る回線終端装置等であり、
予備電源を設ける必要があるものを示す。 
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≪ＬＡＮ方式の例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  ＵＰＳが、告示基準第３第１７号において読み替えて準用する告示基準第３第１２号

（１）に規定する容量を有するものであることの確認方法については、別記によること。 

 

６  配線及び電源 

規則第２５条第３項第４号及び電気工作物に係る法令の規定によるほか、次によること。 

(1) 火災通報装置から遠隔起動装置までの配線は、規則第１２条第１項第５号の規定によるこ

と。 

(2) 規則第２５条第３項第４号イに規定する「配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩ま

ないように措置されている場合」は、次の例によること。☆ 

 

 

 

 

  

凡例 

ＩＰ電話回線を使用する火災通報装置に係る回線終端装置等であり、
予備電源を設ける必要があるものを示す。 
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≪配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないような措置の例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

壁
・
器
具
等 

アンカー等 結着部 

ひも、コード等 

〇基本的な概念図 

電源（分電盤との間に開閉器が設けられて
いない配線からとられている場合に限る。）
の配線接続部の直近の壁等にアンカーを固
着させるとともに、当該アンカーと配線の
接続部をひも、コード等で結着する。 

〇市販の器具を活用した措置の例① 

USP 

留め金具 

バンド 

調節ツメ 

クランプ 

〇市販の器具を活用した措置の例② 

留め金具 

壁コンセント 

バンド 

調節ツメ 

クランプ 
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(3) 規則第２５条第３項第４号イに規定する「配線の接続部」とは、常用電源が供給される配線

（回線終端装置等の予備電源に係る配線を含む。）のコンセント部分を含むすべての脱着可能

な接続部のことをいうものであること。 

(4) 規則第２５条第３項第４号ロに規定する「表示」の方法については、ビニールテープに火

災通報装置用のものである旨又は火災通報装置に係る回線終端装置等用のものである旨を記

載し、接続部等に貼り付ける等の方法が考えられるものであること。 

 

７  通報内容（蓄積音声情報） 

告示基準第３第５号（３）の規定によること。この場合において、電話番号については、当

該防火対象物の代表電話番号（火災通報装置専用回線以外のもの）を選定すること。◇ 

 

８  連動起動 

(1) 起動方法 

起動方法については、感知器からの火災信号によるほか、自動火災報知設備の受信機が火

災表示を行うすべての要件（中継器からの火災表示信号、発信機からの火災信号等）と連動

し、起動すること。 

(2) 表示 

自動火災報知設備の受信機及び発信機に連動起動する旨の表示をすること。 

《連動起動表示の例》 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 非火災報対策 

次の非火災報対策を講じること。 

ア  自動火災報知設備に関する事項 

■受信機の表示            ■発信機の表示 

 

 

 

 

※備考 表示の大きさ等は任意とする。 

この設備は、１１９番に直結しています。

点検等の際は火災通報装置との連動スイッ

チを切ってください。 

１１９番直通 

○特定火災通報装置に附属するコンセント抜け防止金具の例 
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(ｱ) 自動火災報知設備には、次のいずれかが設置され、十分な非火災報対策が講じられている

こと。 

ａ 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置 

ｂ 二信号式の受信機の設置 

ｃ 蓄積付加装置の設置 

(ｲ)適応感知器が、適切に設置されていること。 

イ  火災通報装置に関する事項 

(ｱ) 自動火災報知設備からの火災信号を受信した場合において自動的に作動し、消防機関への

通報を自動的に開始すること。 

(ｲ) 連動起動による通報中において、手動起動装置が操作された場合にあっては、直ちに、又

は、自動火災報知設備と連動して行われる一区切りの火災情報の通報が終了した後に、手動

起動装置の操作による火災情報を通報できるものであること。 

(ｳ) 連動起動による蓄積音声情報の通報内容は、告示基準によるほか、次によること。 

ａ 通信信号音「ピン、ポーン」（基本周波数の異なる２つの周期的複合波をつなぎ合わせた

もの）２回繰り返し 

ｂ 通報メッセージ「自動火災報知設備が作動しました。」 

ｃ 防火対象物の所在地 

ｄ 防火対象物の名称及び電話番号 

ｅ 呼び返し案内メッセージ 

 

≪蓄積音声情報の例≫ 

 

 

 

 

 

 

ウ  自動火災報知設備と火災通報装置の接続は、次の(ｱ)から(ｳ)までに適合すること。 

(ｱ) 自動火災報知設備と火災通報装置の接続は、受信機、中継器又は蓄積付加装置の移報端

子を用いるとともに、連動停止スイッチを介して行うこと。 

(ｲ) 受信機の連動停止スイッチを用いる場合は、次によること。 

ａ 連動停止スイッチは、専用のものとすること。ただし、適切に火災通報装置への移報停

止及び復旧ができる機能を有しており、かつ、連動停止スイッチの付近に火災通報装置及

びその他の設備等と接続されている旨が表示されているものについては、専用のものとし

ないことができる。 

ｂ 連動を停止した場合は、連動が停止している旨の表示が点灯又は点滅すること。 

ｃ 受信機前面には、「火災通報装置連動」である旨の表示をすること。 

(ｳ) 受信機の連動停止スイッチが設けられていない場合や既に他の設備等に使用され専用の

ピン、ポーンポーン ピン、ポーン（通報信号音） 

自動火災報知設備が作動しました。（火災である旨の固定されたメッセージ） 

八代市大村町○○番○号 有料老人ホーム○○（通報対象物の所在地） 

電話番号は○○－○○○○です。（電話番号） 

わかりましたら信号を送ってください。（呼び返し信 

号を案内するメッセージ） 
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ものとできない場合は、前(ｱ)及び(ｲ)によるほか、次によること。 

ａ 連動停止スイッチは、自動火災報知設備又は火災通報装置の直近で容易に点検できる位

置に設けること。 

ｂ 連動停止スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給されて

いること。なお、この場合においては、自動火災報知設備の正常な作動に支障がないよう

電源容量に留意すること。 

ｃ 連動停止スイッチを設ける際は、次の図の配線例を参考とすること。 

≪連動停止スイッチの配線例≫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ｄ 連動起動は、連動停止スイッチを別箱で設置する場合の電源は、前ｂのとおり受信機

から供給することを原則とするが、特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を

設けないもの等受信機から電源供給ができない場合にあっては、火災通報装置から供給

すること。なお、この場合においては、火災通報装置の正常な作動に支障がないよう電

源容量に留意すること。 

 

９  特例適用の基準 

令第３２条の規定を適用する場合は、次によること。 

■分界点を通信コネクタ以外の方式とする場合 

 

 
電
話
局 

加入電話回線 
（発信専用） 

試験装置 

通信コネクタ 

 
 火災通報 

装  置 

構 

内 

交 

換 

機 

切替スイッチ 

分界点 

■分界点を通信コネクタとする場合 

電
話
局 

加入電話回線 

分界点 

火災通報 

装  置 

 
 

ジャック
ユニット 

プラグ 
ユニット 

試験装置 
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(1) 次のいずれかに該当する防火対象物又はこれらに類する利用形態若しくは規模の防火対象物

であって、消防機関へ常時通報することができる電話が、防災センター等に設置されており、

かつ、当該電話付近に通報内容（火災である旨並びに防火対象物の所在地、名称及び電話番号

の情報その他これらに関連する内容をいう。）が明示されている場合は、火災通報装置を設置

しないことができる。 

ア  令別表第一（５）項イのうち、宿泊室数が１０以下であるもの。この場合における宿泊室

とは、次のものをいう。 

(ｱ) 旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２号）に定める構造設備の基準における客室。

この場合において、客室数は当該防火対象物に掲示されている旅館営業許可証で確認する

こと。 

(ｲ) 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に規定するもの以外の防火対象物の宿泊室数算

定は、廊下等共用部分から直接出入りすることができる開口部の有無により判断し、開口

部がある場合は、１室と算定すること。 

《宿泊室数算定の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  令別表第一（６）項イ（（１）及び（２）を除く。）のうち、病床数が１９以下であるも

の 

ウ  令別表第一（６）項ハのうち、通所施設（就寝施設を有するものを除く。）であるもの 

(2) 同一敷地内に火災通報装置の設置義務のある棟が複数ある場合で、次のア及びイに適合す

る場合は、主たる棟に火災通報装置本体を設置し、かつ、主たる棟以外の棟（以下この第４

において「別棟」という。）に遠隔起動装置を設置すれば、別棟に火災通報装置を設置しな

いことができる。 

ア  火災通報装置本体及び別棟に設置される遠隔起動装置の一は、防災センター等に設置する

こと。ただし、無人となることがある別棟に設置される遠隔起動装置については、多数の者

A 

出入りすることができる開口部 
（他の室についても同じ。） 

（凡例） 
襖・障子等 

 
壁 

（算定方法） 
① Ａ，Ｂ及びＣは各１室と算定
② Ｄ及びＥは１室と算定 
③ Ｆ，Ｇ及びＨは２室と算定 
④ Ｉ及びＪは各１室と算定 

B C D E 

F G H I J 

廊下 
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の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センタ

ー等に設置すること。 

イ  主たる棟と別棟の防災センター等には、相互間で同時に通話することができる設備を第１

自動火災報知設備２、(2)の規定の例により設けること。 

(3) 次のアからウに適合する場合は、火災通報装置をＩＳＤＮ回線に接続することができる。 

ア  接続装置 

火災通報装置をＩＳＤＮ回線と接続するために使用するターミナルアダプタ（以下この第

４において「ＴＡ」という。）は、次によること。 

(ｱ) 火災通報装置の音声信号を正確にＩＳＤＮ回線に送出でき、かつ、消防機関からの呼返し

等の音声信号を適正に火災通報装置に伝達できる機能を有すること。 

(ｲ) 消防機関からの呼返し等の音声信号を火災通報装置以外の端末機器に伝達しない機能を有

すること。 

(ｳ) 常用電源が停電した場合においても、火災通報装置が予備電源により作動している間有効

に作動する措置が講じられていること。 

(ｴ) ６４ｋｂｐｓの送受信情報量にしか対応していない（６４ｋｂｐｓを超える値に設定でき

ないこと。）こと。 

イ  接続方法 

(ｱ) 火災通報装置が発する信号を他の端末機器が発する信号に優先してＩＳＤＮ回線に接続

し、送出する機能を持ったＴＡ（以下この第４において「火災通報優先接続型ＴＡ」とい

う。）を用いる場合は、次によること。 

ａ 火災通報装置は、優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子に接続すること。 

ｂ アナログ端末機器を接続する場合は、アナログ端末機器用端子に接続すること。 

ｃ ＴＡ及びデジタル端末機器を接続する場合は、デジタル端末機器用端子に接続し、送受

信情報量を６４ｋｂｐｓ以下とすること。 

(ｲ) 火災通報優先接続型ＴＡ以外のＴＡを用いる場合は、次によること。 

ａ 火災通報装置は、アナログ端末機器用端子に接続すること。 

ｂ 火災通報装置以外の端末機器は、アナログ端末機器用端子又はデジタル端末機器用端子

のいずれかに1個のみ接続すること。 

ｃ デジタル端末機器を接続する場合は、その送受信情報量を６４ｋｂｐｓ以下とするこ

と。 

ｄ デジタル端末機器用端子には、他のＴＡを接続しないこと。 

ウ  ＴＡの設置場所及び点検については、次によること。 

(ｱ) ＴＡは、湿気、ほこり等の影響を受けにくい箇所に設置し、地震等による転倒を防止す

る措置を講じること。 

(ｲ)火災通報装置を法第１７条の３の３の規定に基き点検を実施する際には、ＴＡの機能及び

接続状態についても確認し、その結果を火災通報装置の点検結果と合わせて報告すること。 

(4) 通常、無人となる防火対象物のうち、次のすべてに該当するものにあっては、火災の際、

従業者により有効に通報することが困難なため、火災通報装置を設置しないことができる。 
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ア  防火対象物の用途は、駐車場又は倉庫であること。 

イ  防火対象物は通常無人であり、守衛室、管理人室その他の従業者の立ち寄る施設が設けら

れていないこと。 

(5) 令別表第一（５）項イに掲げる防火対象物において、人を宿泊させる間、宿泊者を除く関

係者が不在となる場合、次に掲げる要件を満たすものについては、火災通報装置を設置しな

いことができる。 

ア  自動火災報知設備の火災信号と連動すること等により、火災が発生した旨を迅速に関係者

（警備会社等を含む。）へ伝達することができる設備を設置すること。 

イ  前アの連絡を受けた関係者が直ちに消防機関に通報するとともに、現場に駆けつけ、非火

災報又は誤作動であることが判明した場合は、直ちに消防機関に連絡することが可能な体制

を有すること。 

ウ  消防隊が関係者より先に現場到着した場合に、消防隊が受信機に容易に到達できるよう受

信機設置室の施錠扉に破壊用小窓を設ける等の措置を講じること。 

エ  前アにおいて自動火災報知設備等と連動するものにあっては、次のいずれかによる非火災

報防止対策を講じること。 

(ｱ) 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置 

(ｲ) 二信号式の受信機の設置 

(ｳ) 蓄積付加装置の設置 

(ｴ) 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置 

(6) 「火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について」（平成８年８月１９日付け消防予

第１６４号）別添２「火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の留意事項」に基

づき設置されたものは、令第２１条第３項第５号に規定する「自動火災報知設備の感知器の

作動と連動して起動」に適合しているものとみなす。 

(7) 令別表第一（６）項イ（１）若しくは（２）又はロ（以下「（６）項ロ等」という。）が

存する同表（１６）項イに掲げる防火対象物で、（６）項ロ等部分と他の用途が、次に定め

る不燃区画等で明確に区分されており、かつ、当該（６）項ロ等部分からの火災信号による

連動起動のみでも早期の通報体制に支障がないと認められるものについては、当該部分のみ

からの連動とすることができる。この場合において、（６）項ロ等部分の自動火災報知設備

の警戒区域については、当該部分を別警戒区域とするなど識別が容易にできるような措置を

講ずること。 

ア  不燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない場合は、はり及び屋根）又は防火戸で

区画されていること。 

イ  前アの区画を貫通する風道には、防火ダンパーが設けられていること。 

ウ  前ア及びイと同等以上と認められる措置により区画されていること。 

 (8) 令別表第一（５）項イ並びに（６）項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物

で、防火対象物の所在地が自社で通信設備を整備する携帯電話事業者（ＭＮＯ）のいずれか

のサービスエリア範囲内であるものについては、火災通報装置を設置しないことができる。 
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別記 

 

ＵＰＳ容量の確認方法 

１  概要 

ＵＰＳの容量算定にあたっては、負荷機器（回線終端装置等）の容量（以下「負荷容量」と

いう。）を把握する必要があり、負荷容量の合計とＵＰＳのカタログ等に示されている定格

容量等の規格を基に２及び３に示す要件を満たすＵＰＳを選定する。 

２  負荷容量 

負荷容量は、一般的に皮相電力Ｓ[VA]又は消費（有効）電力Ｐ[W]で表示されることが多

く、一のＵＰＳの負荷が複数の回線終端装置等で構成される場合は、それらの合計が負荷容量

となる。 

ＵＰＳは、次の(1)及び(2)より算定される負荷容量を上回るものを選定することとなる。 

(1) 皮相電力による負荷容量の算定 

ア  負荷容量がＳ[VA]で与えられる場合は当該値を用いる。 

イ  負荷容量がＰ[W]で与えられる場合はＳ＝Ｐ／cosθ（cosθ：負荷の力率）により皮相電

力  に換算した値を用いる。 

ウ  ア又はイによる数値を合計し負荷容量ＳＬ[VA]を得る。 

      

 

 

 

※ 力率（cosθ）は、負荷の特性に応じた値となる。 

※ 余裕率（α）は、負荷の特性に応じ設けられ、1.1以上の値を用いるものとする。 

※ 負荷容量は定格値を用いるものとする。 

(2) 消費（有効）電力による負荷容量の算定 

ア  負荷容量がＰ[W]で与えられる場合は当該値を用いる。 

イ  負荷容量がＳ[VA]で与えられる場合はＰ＝Ｓ×cosθにより消費（有効）電力に換算した

値を用いる。 

ウ  ア又はイによる数値を合計し負荷容量ＰＬ[W]を得る。 

 

 

 

 

３  ＵＰＳの停電補償時間 

原則として７０分以上の停電補償時間を有するＵＰＳを選定することとする。 

ＳＯ ＞ ＳＬ × α 

ＰＯ：ＵＰＳの定格出力容量[W] 

ＰＬ：負荷容量の合計[W] 

α ：余裕率（1.1 以上） 

 

ＰＯ ＞ ＰＬ × α 

ＳＯ：ＵＰＳの定格出力容量 [VA]  

ＳＬ：負荷容量の合計 [VA] 

α ：余裕率（1.1以上） 


